
各種警報発表時の対応について（2026年5月29日改訂） 

2026年5月29日より、気象庁が発表する「防災気象情報」が改訂されました。 

これに伴い、各種気象に関する情報が発表された場合の1toSWIMのレッスンについて、以下のとおり規定を改訂します。 
 

次の場合には、１toSWIMは休館となりレッスンはありません  

①春日井市に暴風警報が発表された場合 

②春日井市に各種「警戒レベル4相当以上」の警報が発表された場合 

※これ以外にも、台風の接近や線状降水帯の発生等、危険が迫った場合は警報発表時より避難行動を 

  行うと共に施設を閉館、全てのレッスンを休講といたします 

 

警報等が解除され、施設の安全が確認できた場合は通常営業致します 

暴風警報・各種「警戒レベル4相当以上」の警報が解除された場合は、施設の安全点検を実施し、 

安全を確認できた場合は、順次営業を再開いたします 

※解除後の再開については安全点検、社員の出社状況により異なりますが、概ね４時間と想定します 

※休館情報はホームページ等でご案内致しますのでご確認ください 

 

休館に伴う注意事項 

①レッスンの途中で警報が発表された場合は、レッスンを中止し、順次更衣を行い、ギャラリーや 

 ストレッチ室等で保護者様のお迎えを待ちます 

②普段、送迎のないお子さまも、原則として保護者様のお迎えを待つようにいたします 

 保護者様との電話連絡等でその後の対応を決定しますので、連絡が取れるようご準備ください 

③各種警報発表による休館は、「天災による休館事項」となりますので、振替はありません 

④ジュニアプラスワン(＋1)コースについては以下のとおり対応しますのでご了承ください 

  (a)休館となった日のレッスンを振替元にすることはできません 

  (b)事前に振替予約をしていた場合も、振替元が休館日となった場合は無効となります 

     休館日を振替先に予約していた場合は(振替元の期限までに)予約の変更をお願いいたします 

  (c)プラスワンレッスン･プレゼントに関しては、休館は欠席扱いとはなりません 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


